公共公益施設の帰属及び管理移管に関する協定書

　北葛城郡王寺町（以下「甲」という。）と申請人　　　　　株式会社　代表取締役　（以下「乙」という。）との間に次の協定を締結する。

　（目的）
第１条　この協定は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２９条第１項又は第２項に規定する開発行為の許可及び王寺町開発指導要綱　（平成２２年１月１日改訂。以下「指導要綱」という。）第４条に規定する開発行為の事前協議の成立を受けて設置する公共公益施設の帰属、管理移管の時期、方法及び手続等について明確にすることを目的とする。

　（適用の範囲）
第2条 　公共公益施設の構造、基準等は、法の規定に基づくもので、甲乙協議の成
立した下記のものについて適用する。
開発事業名　　　　開発造成工事
　　協定書に係る適用範囲　　上記開発事業によって生じた公共公益施設全て

　（構造基準）
第３条　前条に規定する公共公益施設は、法及び指導要綱の規定に適合し、乙が王寺町公共公益施設の帰属又は管理移管に関する要綱（平成２１年１２月王寺町告示第９５号。以下「帰属要綱」という。）第５条及び第８条に規定する検査に合格しなければならない。

　（帰属）
第４条　第２条に規定する公共公益施設の帰属は、帰属要綱第５条及び第８条に規定する工事完了検査に合格し、法第３６条第３項の規定による公告を受けるとともに、帰属要綱第１０条に規定する公共公益施設帰属申請書を甲に提出し、帰属要綱第１２条に規定する公共公益施設帰属決定通知書を得た公共公益施設を受理するものとする。

　（管理移管）
第５条　第２条に規定する公共公益施設の管理移管は、帰属要綱第１５条に規定する時期の満了後において、乙からの帰属要綱第１４条に規定する公共公益施設管理移管申請書の提出に基づき、帰属要綱第１９条の規定において準用する帰属要綱第５条及び第８条に規定する管理移管検査に合格し、帰属要綱第１９条の規定において準用する帰属要綱第１２条に規定する公共公益施設管理移管決定通知書を得た公共公益施設を受理するものとする。


　（瑕疵担保）
第６条　瑕疵担保期間については、帰属要綱第１６条に規定するとおりとする。

　（協定の解除）
第７条　甲は、乙がこの協定を履行しないときは、いかなる場合でも協定を解除することができる。

　（協定外事項の処理）
第８条　この協定書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。


　本協定成立の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。

　令和　　年　　月　　日

甲　　住　所　奈良県北葛城郡王寺町王寺２丁目１番２３号

氏　名　北葛城郡王寺町
　　　　代表者　王寺町長　平　井　　康　之
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乙　　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
